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申第2号
「松本統括センター乗務ユニットで発生した
モバイルバッテリーからの発火について」に関する緊急申し入れ

緊急申し入れ

11月2５日、松本統括センター乗務ユニットにおいてモバイルバッテリーが
発火した事象を受け、東日本ユニオン長野地本は申第２号「松本統括センター
乗務ユニットで発生したモバイルバッテリーからの発火について」に関する緊
急申し入れを長野支社に提出しました。

【申第２号 申し入れ項目】

１．長野支社で管理している全ての
モバイルバッテリーについて総点検を行うこと。

２．業務用タブレットに給電出来るように
車両の改修を行うこと。
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